
  
 

戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
集
中
実
施
期
間
の
延
長 

 
 

戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
に
実
施
す
る
期
間
を
五
年
間
延
長
し
□
令
和
十
一
年
度
ま
で
と
す

る
こ
と
□ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
三
条
第
二
項
関
係
□ 

二 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
□ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
附
則
第
一
項
関
係
□ 

三 

検
討 

 
 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
は
□
そ
の
施
行
の
状
況
等
を

勘
案
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
□
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る

も
の
と
す
る
こ
と
□ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
附
則
第
二
項
関
係
□ 


